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市第 165 号議案 

   横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部改正 

 横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

   平成27年２月10日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市小児の医療費助成に関する条例の一部を改正する 

条例 

 横浜市小児の医療費助成に関する条例（平成６年９月横浜市条例

第34号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「７歳」を「９歳」に改める。 

第４条第２項第１号中「キまで」を「ケまで」に改め、同号キ中

「同日以後の最初の３月31日」を「８歳に達する日の属する月の末

日」に改め、同号に次のように加える。 

ク 対象幼児等が８歳に達する日の属する月の翌月の初日から

９歳に達する日の属する月の末日までの間にあるときは、８

歳に達する日の翌日 

ケ 対象幼児等が９歳に達する日の属する月の翌月の初日から

同日以後の最初の３月31日までの間にあるときは、９歳に達

する日の翌日 

第４条第３項中「カまで」を「クまで」に、「同号キ」を「同号

ケ」に改め、同項第７号中「同日以後の最初の３月31日」を「８歳

に達する日の属する月の末日」に改め、同項に次の２号を加える。 

(8) ８歳に達する日の属する年の７月１日から９歳に達する日の
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属する月の末日までの間にある対象幼児等については、８歳に

達する日の翌日 

(9) ９歳に達する日の属する年の７月１日から同日以後の最初の

３月31日までの間にある対象幼児等については、９歳に達する

日の翌日 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年10月１日から施行する。ただし、次項の

規定は、同年７月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の横浜市小児の医療費助成に関する条例 

 （以下「新条例」という。）の規定に基づく医療証の交付の申請 

 の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この 

 条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うこ 

 とができる。 

 （経過措置） 

３ 新条例の規定は、施行日以後に対象幼児等が受けた医療に係る

費用の助成について適用し、施行日前に対象幼児等が受けた医療

に係る費用の助成については、なお従前の例による。 

 

   提 案 理 由 

幼児等の医療費助成の対象年齢の引上げを図るため、横浜市小児

の医療費助成に関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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参  考  

    横 浜 市 小 児 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）   

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 小 児 」 と は 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 22 年 法

律 第 26 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 中 学 校 、 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 、

特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 又 は こ れ ら に 準 ず る も の （ 以 下 「 中 学 校 等

」 と い う 。） を 卒 業 す る 日 又 は 修 了 す る 日 の 属 す る 月 の 末 日 （ 中

学 校 等 を 卒 業 す る 日 又 は 修 了 す る 日 の 属 す る 月 の 末 日 に 入 院 し て

い る 場 合 で 、 当 該 入 院 が 同 日 以 後 継 続 す る と き は 、 当 該 入 院 が 終

了 し た 日 。 た だ し 、 当 該 卒 業 す る 日 若 し く は 修 了 す る 日 の 属 す る

月 の 末 日 又 は 当 該 入 院 が 終 了 し た 日 が 、 18 歳 に 達 す る 日 の 属 す る

月 の 末 日 を 経 過 す る と き は 、 18 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 末 日 ）

ま で の 間 に あ る 者 を い い 、 小 児 を 次 の よ う に 分 け る 。  

（ 第 １ 号 省 略 ） 

       ９ 歳 
(2)  幼 児 等    に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に あ 

 ７ 歳 

る 者 の う ち 乳 児 以 外 の 者 

（ 第 ３ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 医 療 費 の 助 成 ）  

第 ４ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 対 象 幼 児 等 及 び 対 象 児 童 の 保 護 者 に 

 対 す る 助 成 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 

当 該 保 護 者 の 所 得 が 、 そ の 者 の 所 得 税 法 （ 昭 和 40 年 法 律 第 33 号 ） 

に 規 定 す る 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 扶 養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 等 」 と 

い う 。） 並 び に 当 該 保 護 者 の 扶 養 親 族 等 で な い 18 歳 に 満 た な い 者 
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で 当 該 保 護 者 が 当 該 所 得 の あ っ た 年 の 12 月 31 日 に お い て 生 計 を 維 

持 し た も の の 有 無 及 び 数 に 応 じ て 、 規 則 で 定 め る 額 以 上 で あ る と 

き は 行 わ な い 。 

                             ケ 
(1)  対 象 幼 児 等 の 保 護 者 に 対 す る 助 成 に あ っ て は 、 次 の ア か ら   

                             キ 

 ま で                  ケ ま で 
に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ ア か ら    に 定 め る 日 が 

 ま で                  キ ま で 

、 １ 月 か ら ６ 月 ま で の 間 に あ る 場 合 は そ の 日 の 属 す る 年 の 前 々 

年 の 所 得 、 ７ 月 か ら 12 月 ま で の 間 に あ る 場 合 は そ の 日 の 属 す る 

年 の 前 年 の 所 得 と す る 。 

 （ ア か ら カ ま で 省 略 ） 

キ  対 象 幼 児 等 が ７ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 か ら 

   ８ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 末 日 
                  ま で の 間 に あ る と き は 、 ７ 

同 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 

歳 に 達 す る 日 の 翌 日 

ク  対 象 幼 児 等 が ８ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 か ら 
 

９ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 末 日 ま で の 間 に あ る と き は 、 ８ 
 

歳 に 達 す る 日 の 翌 日 
 

ケ  対 象 幼 児 等 が ９ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日 か ら 
 

同 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 31 日 ま で の 間 に あ る と き は 、 ９ 歳 に 達 
 

す る 日 の 翌 日 
 

   （ 第 ２ 号 省 略 ） 

                    ク ま で 
３  前 項 第 １ 号 の 場 合 に お い て 、 同 号 ア か ら    に 定 め る 日 が １ 
                    カ ま で 

                    同 号 ケ 
月 か ら ６ 月 ま で の 間 に あ る 対 象 幼 児 等 又 は    に 定 め る 日 が ４ 

                    同 号 キ 

月 ２ 日 か ら ６ 月 30 日 ま で の 間 に あ る 対 象 幼 児 等 で あ っ て 、 そ れ ら 

の 保 護 者 の 前 年 の 所 得 の 額 が 前 々 年 の 所 得 の 額 に 達 し な い と き は 

、 同 号 に 掲 げ る 所 得 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 対 象 幼 児 等 に つ い て は 

、 当 該 各 号 に 定 め る 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 所 得 と す る 。 
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  （ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

                      ８ 歳 に 達 す る 日 の 
(7)  ７ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 の ７ 月 １ 日 か ら 

同 日 以 後 の 最 初 の 

属 す る 月 の 末 日         
         ま で の 間 に あ る 対 象 幼 児 等 に つ い て は 、 ７ 歳 に 

３ 月 31 日            

達 す る 日 の 翌 日 

(8)  ８ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 の ７ 月 １ 日 か ら ９ 歳 に 達 す る 日 の 
 

属 す る 月 の 末 日 ま で の 間 に あ る 対 象 幼 児 等 に つ い て は 、 ８ 歳 に 
 

達 す る 日 の 翌 日 
 

(9)  ９ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 年 の ７ 月 １ 日 か ら 同 日 以 後 の 最 初 の 
 

３ 月 31 日 ま で の 間 に あ る 対 象 幼 児 等 に つ い て は 、 ９ 歳 に 達 す る 
 

日 の 翌 日 
 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 


